
 

トーホー 

 ２０１８年２月１日 

１．人事異動 

一般人事 

 

（注）※2018年2月1日開催予定のエフ・エム・アイの臨時株主総会及び総会終了後の 

臨時取締役会の決議を経て、正式に決定される予定。 

２．子会社の組織変更・人事異動 

（１）トーホーフードサービス 

一般人事 

 

（２）トーホーキャッシュアンドキャリー 

①組織変更 

営業部を現在の10 ブロック制から７ブロック制に変更。 

現在 （10 ブロック制）：首都圏、東海、近畿、兵庫・山陰、岡山・四国、広島・山口、北部九州、 

西部九州、南部九州、沖縄 



 

変更後（７ブロック制）：首都圏、東海・山陰、関西、中四国、北部九州、南部九州、沖縄 

②一般人事 

 

 

（３）トーホービジネスサービス 

一般人事 

 

 

（４）Marukawa Trading(S)Pte.Ltd.（シンガポール） 

一般人事 

 

（５）Tomo-Ya Japanese Food Trading Pte.Ltd.（シンガポール） 

一般人事 

 


